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⼀般廃棄物処理計画等に係る制度化について

※第２回災害廃棄物対策推進検討会 資料５「制度的対応の検討状況について」より再掲
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令和７年３⽉ 今後の巨⼤地震や集中豪⾬等の発⽣に備えた災害廃棄物対策の更なる取組の⽅向性 
（１）災害廃棄物処理計画・災害⽀援協定の制度化
 国は、市町村における平時の⼀般廃棄物処理と発災時の災害廃棄物処理の⼀体性と連動性を⾼めることにより市町村の

災害廃棄物処理計画の実効性をより⾼める観点から、市町村の災害廃棄物処理計画の制度化（市町村の法定計画
である⼀般廃棄物処理計画への⾮常災害時の施策に関する規定事項の追加）を検討する。

 国は、災害時⽀援協定の締結･活⽤の実効性を⾼める観点から、地⽅⾃治体（都道府県･市町村）による（災害廃棄
物処理計画に基づく）災害⽀援協定の締結に関する制度化を検討する。

 国は、⼀般廃棄物処理の委託基準（再委託）に係る災害時特例（廃棄物処理法施⾏令第４条第３号）の活⽤が
困難な事例の整理、同特例の拡充を検討する。

令和７年６⽉ 今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間取りまとめ
② ⼀般廃棄物処理計画・災害⽀援協定に基づく災害廃棄物処理に係る特例措置等の整備
 市町村における、平時の⼀般廃棄物処理と発災時の災害廃棄物処理の⼀体性と連動性を確保することにより、災害廃棄

物処理計画の実効性をより⾼める観点から、法定計画である⼀般廃棄物処理計画の規定事項へ、⾮常災害時の廃棄
物処理に関する事項を追加することを検討すべきである。その際、例えば、市町村地域防災計画に災害時の廃棄物処理
に関する事項を記載する⼀体策定や、複数の⾃治体が共同して災害廃棄物処理計画を策定する共同策定など、地⽅分
権改⾰における考え⽅を踏まえた柔軟な制度運⽤となるよう、国から⾃治体に周知・助⾔すべきである。

 市町村だけでは対応が難しい災害廃棄物対応について、他の⾃治体はもとより⺠間事業者・団体等との連携を⾏うことで、
より円滑な災害廃棄物対応が可能になることから、こうした⾃治体及び⺠間事業者・団体との災害⽀援協定の締結･活⽤
を促進する観点から、災害廃棄物処理計画に基づく災害⽀援協定の締結を、⾃治体の努⼒義務とすることを検討すべき
である。その際、災害の規模・種類や被災⾃治体の体制に応じて柔軟な対応が可能となるよう都道府県と連携した広域的
な枠組みでの協定締結を可能とするなど、柔軟な制度運⽤となるよう国から⾃治体に周知・助⾔すべきである。

 適正処理の確保及び責任の所在の明確化を前提に、災害⽀援協定に基づき当該⾃治体から委託を受けた⺠間事業者
等が災害廃棄物処理を⾏う場合に、⼀般廃棄物処理の委託基準（再委託）を合理化する災害時特例を措置すること
を検討すべきである。

（災害廃棄物対策推進検討会）

（廃棄物処理制度⼩委員会）
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災害廃棄物処理計画等に係る制度的措置のポイント（まとめ）

※第２回災害廃棄物対策推進検討会 資料５「制度的対応の検討状況について」より再掲

以下について、引き続き検討を⾏う。
災害廃棄物処理計画、災害⽀援協定の実効性向上に資する情報の整理や協定のひな形の作成等を⾏い、災
害廃棄物対策指針や災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン等の改定により情報発信する。

専⾨⽀援機関による⽀援⽅策を検討する。

 平成27年法改正により、平時の備えから発災時の対応まで災害廃棄物対策が強化され、特に平時の備えに
関し、国の基本⽅針・都道府県の廃棄物処理計画への⾮常災害時の廃棄物処理に係る規定事項の追加
や国、都道府県、市町村、事業者等の関係者の適切な役割分担と相互連携について規定された。

 いまだ災害廃棄物処理計画・災害⽀援協定が未策定・未締結の市町村が存在するが、⼀般廃棄物処理の
BCPの観点から、発災時に切れ⽬なく、連続性をもって対応できるよう、平時から準備をしておくことが重要。

 また、⾃治体規模等によって、⽀援を前提とした廃棄物処理体制の構築が必要となることから受援にあたって必
要な災害廃棄物処理の情報や受援体制を含む災害廃棄物処理計画を策定しておくことが有効。

 そこで、平成27年法改正では未措置であった市町村の⼀般廃棄物処理計画への⾮常災害時の廃棄物処
理に係る規定事項の追加、災害⽀援協定の制度化が必要。

 ⼀⽅で、これらの制度的措置にあたっては、特に⼩規模⾃治体における対応が課題。
 災害廃棄物処理計画について、市町村における⼀体策定や共同策定の事例があり、計画策定にあたっては
⾃治体の規模や平時の処理体制に応じて、柔軟な運⽤が可能。

 災害⽀援協定について、都道府県、地域ブロックを超える広域的な連携協定の事例があり、協定締結にあたっ
ては、都道府県、地域ブロック、地域ブロックを超える枠組みを活⽤することで、柔軟な運⽤が可能。

 これらの事例の横展開や各種対策に資する情報提供に加え、特に広域的な枠組みでの調整・連携は⾃治体
だけでは遂⾏困難と考えられることから、今後は専⾨⽀援機関による⽀援と組み合わせた対応が必要。
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本⽇の検討事項

 ⼀般廃棄物処理計画への⾮常災害事項の追加に係る検討

第２回検討会
における委員
からの御意⾒

• 受援体制整備の必要性は理解するが、体制整備の⼿法として計画の義務化は必要
か（論点１）。

• 閣議決定⽂書である「計画策定等における地⽅分権改⾰の推進について〜効率
的・効果的な計画⾏政に向けたナビゲーション・ガイド〜」に沿った検証が必要。

• ⼀廃計画の中に災害⾮常時の必要事項を盛り込むという点は合理的。
• 災害対応は省庁の縦割りではなく⼀体性を考慮して⾏うべき。
• 本件は、計画策定を求めなければ法⽬的が達成できない例外的なケースであるこ

とを強調することが必要。
• 計画が必要だとしても、他の計画（地域防災計画等）との⼀体策定の事例がある

ことに鑑み、⼀般廃棄物処理計画への記載の義務付けではなく、他の⼿法による
意思表明の⼿段も認めるべき（⾃由度を認めるべき）（論点２）。

• 例えば、地域で協議会を設⽴し合意を形成したり、都道府県計画との連携や広域
連携による共同策定など、柔軟な仕組みの検討が必要。

• 災害は⾃治体では総合⾏政であり、災害廃棄物処理は廃掃法のみならず、避難や
復興の⽅針も関係することから、そうした総合⾏政を妨げないような仕組みにす
ることも必要。

• 策定できていない⾃治体の実情などを踏まえ丁寧に⽀援等をするべき（論点３）。
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２．⼀般廃棄物処理計画への災害廃棄物に
関する事項の追加について



88

 災害廃棄物処理計画において記載されている内容は、以下の事項等がある。（例︓熊本市）
 これらは市町村⾃らが⼀般廃棄物処理の⼀環として把握しているものであり、都道府県での詳細把握は困難。

災害時にはどの施設が被災しているのか、その結果と
して処分キャパシティはどの程度になっているのか、な
ど、実態を把握するなどの際に必要な情報となる。

災害時には、協定締結先との迅速な連携が
重要となる。 ⼀次仮置場・⼆次仮置場の設置のための

調整を⼀から開始することは⾮常に困難で
あり、時間も要することから、事前に調整・
検討を⾏っておくことが重要。
（仮置場の場所そのものを災害廃棄物処
理計画に明⽰することは必須ではないが、
事前に検討・調整しておくことは重要）

⾃治体の特性に応じた災害廃棄物の発⽣量推
計を事前に⾏っておくことにより、災害廃棄物処理
を実施するにあたっての⾒通しを迅速に⽴てること
が可能となる。

⼀般廃棄物処理施設の処理能⼒ 協定締結先 仮置場の確保・
設置に関する事項

し尿、避難所ごみ、災害廃棄物の発⽣量推計

災害廃棄物処理計画において記載されている内容の例
【想定される記載内容】
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ナビゲーションガイドに沿った検討①（他の計画との体系の明確化）
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 ナビゲーションガイドにおいては「当該⾏政分野及び密接に関連する⾏政分野にわたる計画等の体系図を作成するなど、概
観を把握できるようその計画等に係る体系について明らかにするよう努める」ことが求められている。

 平成27年の廃掃法及び災対法改正において、災害廃棄物処理に関する事項については整理済であり、今回位置づけよ
うとする記載はその整理に基づき、⼀般廃棄物処理計画中に災害廃棄物処理に関する事項を位置づけるもの。他の計画と
は重複がないことを確認するとともに、すでに９割近くの⾃治体において策定済であるなど、効率的で計画的な⾏政の推
進に有効な⼿法であることを改めて確認した。

【論点１】体制整備の⼿法として計画の義務化は必要か

大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画
大規模災害の発生が予想される地域を含む地域ブロックごとに策定。

廃棄物処理法

廃棄物処理施設の災害拠
点化、耐震化等の観点か
らも取組を推進。

地域防災計画

大規模災害発生時における
災害廃棄物対策行動指針（H27.11策定）

災害対策基本法（復興段階では大規模災害復興法）

防災基本計画(H28.2.16修正)

（復興段階では復興基本方針）

環境省防災業務計画(H28.1.20改正)

廃棄物処理計画

○○災害に係る
災害廃棄物処理実行計画

連
携

廃棄物処理
施設整備計画

(H25.5閣議決定）

○○災害における
災害廃棄物処理実行計画

地域ブロック

都道府県

①各主体が備えるべき大規模地震特有の事項
②地域ブロックにおける対策行動計画の策定指針
（特に広域連携について）

③発生後に環境大臣が策定する処理指針のひな形
(東日本大震災のマスタープラン的なもの)

災害廃棄物対策指針(H30.3策定)

 市区町村及び都道府県が災害に

備えて策定する災害廃棄物の処理
に係る計画に盛り込むべき事項を提
示。

 当該計画を策定していない市区

町村及び都道府県が、発災後に災
害廃棄物の処理指針とするものとし
ても活用。

○○災害における
災害廃棄物
処理指針

大規模災害廃棄物対策のための協議会等
平時から、広域での連携・協力関係を構築。

大規模災害
発災後

災害
発災後

災害廃棄物処理計画

災害
発災後

地域防災計画一般廃棄物処理計画
災害廃棄物処理計画

市区町村

（相互に整合性を図る。）

（相互に整合性を図る。）

基本方針
（環境大臣）

※H27.7.17の廃棄物処理法の
改正に基づき、H28.1.21に改定
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ナビゲーションガイドに沿った検討②（計画によらざるを得ない理由）
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 ナビゲーションガイドにおいては「計画等の形式によらざるを得ない理由を地⽅公共団体に⽰すものとする。」とされて
いる。

 これを踏まえ、今回実施しようとする施策の効果を得るためには、既存の法定計画への記載事項追加（義務
化）の形式によらざるを得ない理由について、整理を⾏った。

災害時において膨⼤な災害廃棄物処理業務を被災⾃治体単独で⾏うことは極めて困難であることから、災害廃棄
物処理の円滑化・迅速化のためには、全国的な⽀援・受援体制を整備することが必要。
（特に、災害対応のマンパワーの少ない⼩規模⾃治体ほど必要）

受援を受けるため（⽀援を⾏うため）には、被災⾃治体における平時の⼀般廃棄物処理の状況や、協定締結先、
仮置場の設置・確保に関する事項について、⾃治体としての意思決定が必要であり、そのためには、計画という⼿
法が求められる。（情報だけではなく、被災⾃治体における⽅針の確定が重要である）

これらの情報に係る計画上の記載を義務化しなければ、災害が発⽣した際に計画未策定⾃治体が⽣じかねず、
当該⾃治体に対する⽀援を⼗分に⾏うことが困難となり、災害廃棄物処理の遅延等の⽀障が⽣じうる。
※ 計画義務化以外の⼿法による災害廃棄物処理体制の確保の可能性も検討したが、いずれも適切に体制を確

保することは困難であることが分かった。（次スライド）
※ 計画という形を取ることは、意思決定の⼯程を明確化し、緊急時に混乱を招かないようにするため、⾏政上重要。

これらの理由から、災害廃棄物処理に関しては、⼀般廃棄物処理計画における記載事項として義務化することが
必要である。

【論点１】体制整備の⼿法として計画の義務化は必要か
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ナビゲーションガイドに沿った検討③（計画策定と他の⼿法の⽐較）

11

 ナビゲーションガイドにおいては「計画等の形式によらざるを得ない理由として、・計画等以外の代替案との⽐較結
果・計画策定等に係る負担（⾏政のコスト）の⾒込み・負担と効果の⾒込みの⽐較結果などを⽰すことが考えら
れる」「既存の計画との統廃合等に努める」とされている。

 これを踏まえ、各種⼿法との⽐較や統合の可能性の検討を⾏ったところ、既存の法定計画である⼀般廃棄物処
理計画における災害廃棄物に係る事項追加は、専⾨⽀援機能・機関の⽀援も前提とすると追加的な負担は
⼩さく効果は⼤きいこと、⼀⽅で他の計画への記載事項追加は困難であることを確認した。

協議会における体制整備都道府県における廃棄物処理計
画の記載事項とする

各市町村の地域防災計画の
記載事項とする

⼀般廃棄物処理計画の
記載事項とする

協議会は、同地域内でのコネク
ション形成や連携の検討には有
効であるが、各⾃治体の⼀般廃
棄物処理に係る情報を取りまとめ
るといった機能は有しておらず、災
害時の他エリアの⾃治体からの
⽀援受け⼊れ時に必要な情報
を集約することは困難。（仮に
集約を⾏うとなると、市町村から
聞き取りをしなければならず、か
えって⾃治体の負担が増える）

都道府県レベルの計画には、各
市町村の⼀般廃棄物処理が平
時どのように⾏われているかといった、
受援に必要な各⾃治体の個別の
情報を含めることは困難であり、災
害時の他エリアの⾃治体からの
⽀援受け⼊れ時に必要な情報を
集約することは困難。（仮に集約
を⾏うとなると、市町村から聞き取
りをしなければならず、かえって⾃
治体の負担が増える）

各市町村での検討の結果、地域
防災計画の中に災害廃棄物対
策を⼀体的に位置付ける形を取
ることは問題ないものの、地域防
災計画における義務化をした場
合、⼀般廃棄物処理施設の位
置、仮置場の確保・設置に関す
る事項など、⼀般廃棄物処理に
関する事項について、改めて書き
込むことが必要となり、⾮効率。

災害時の受援に必要な情報
を、既存の法定計画である⼀
般廃棄物処理計画の記載事
項のひとつとして⼀体的に計
画としてまとめておくことにより、
災害時に他の⾃治体からの⽀
援受け⼊れを円滑に⾏うこと
ができる。

計画等以外の
代替案との⽐較
結果

仮に当該取組において、各⾃治
体における災害廃棄物処理に関
する事項を取り扱う場合、⼀般
廃棄物処理についての実態共有
も必須となり⾮効率。

仮に当該取組において、各⾃治
体における災害廃棄物処理に関
する事項を取り扱う場合、県が市
町村の⼀般廃棄物処理（⾃治
事務）について管理することとなり
⾮効率。

地域防災計画は、⼀般廃棄物
処理計画と同様、すでに義務化
されているが、上記のとおり、どちら
かで義務化する必要があるのであ
れば、⼀般廃棄物処理計画のほ
うが⽐較的合理的。

すでに86%の市町村が災害
廃棄物処理に関する事項につ
いて記載しており、未記載の⾃
治体に対しては、専⾨⽀援機
能・機関による⽀援を予定し
ていることから、追加的な負担
は⼩さく抑えることができる。

計画策定に係る
負担（⾏政のコ
スト）の⾒込み

他の⾃治体等からの受援に必要
な情報等を整理するという観点で
は効果は薄い。

都道府県レベルでは災害廃棄物
処理に関する事項について計画
策定が義務付けられているものの、
必要な情報整理には有効ではな
く、効果が薄い。

地域防災計画の記載事項として
新たに位置づけることになり、現時
点で、別の計画として策定してい
る市町村に改めて対応を求めるこ
とになってしまう。

追加的な負担については、専
⾨⽀援機能・機関による⽀援
などにより⼩さく抑えることがで
き、⾼い効果が期待できる。

負担と効果の⾒
込み

【論点１】体制整備の⼿法として計画の義務化は必要か
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 災害廃棄物処理に関する事項について、⼀般廃棄物処理計画以外の計画に記載している事例が存在。
 これらについては、災害廃棄物処理に関する事項が⼀般廃棄物処理計画における記載事項として法定化されたと

しても、現⾏の形式を変更する必要はなく、⼀般廃棄物処理計画において、「災害廃棄物に関する事項について
は、〇〇計画に記載」などのように記載していただくなど、⼀定の⾃由度を確保する予定。

 ただし、災害廃棄物処理に関しては、⼀般廃棄物処理計画の記載事項との関連が強く、⼀体性が重要であること
から、他の計画において位置づけられている場合でも、その観点は重要であることに留意。

災害廃棄物処理計画策定にあたっての⾃由度

•  福島県三春町（⼈⼝約1.6万⼈）では、地域防災計画の資料編に災害廃棄物処理計画の節を設け、庁内体制や関
係者との連絡体制に関する記述が充実しており、また、災害廃棄物発⽣量、仮置場候補地等が⽰されている。

【論点２】⼀般廃棄物処理計画への記載を義務化するのではなく、⾃由度を認めるべきではないか

こうした場合においては、⼀般廃棄物処理計画への再度の記載を求めることはせず、
例えば、⼀般廃棄物処理計画において、「災害廃棄物に関する事項については、〇〇
計画に記載」などのように記載していただければ問題ないこととするなど、意思表明
にあたっての⼿法はある程度⾃由度を持たせることを想定している。

他の計画との⼀体策定の事例

⼀般廃棄物処理計画との⼀体性の確保

災害廃棄物処理にあたっては、⼀般廃棄物処理計画に記載されている事項（⼀般廃棄物処理施設の場所とキャパシティ、
平時のごみの回収場所等）の情報が重要。
特に、受援の上で必須となる情報については、⼩規模⾃治体における計画策定においても、必ず準備することが必要。

全国都市清掃会議
災害時に廃棄物処理を実⾏するため⾃治体における受援体制の計画が必要。受援がうまくいかず、⽀援が滞っている。
これまでの災害を通して、受援⾃治体が平時の⽣活ごみや、し尿の具体的な回収、収集情報、集積場所、回収ルート、発⽣量等を把握しておらず、
また、仮置場が選定されていない⾃治体もあり、⼈員と機材を投⼊しても有効活⽤できない。平時における処理計画の策定・改定時に、受援を受ける
前提で、資料を整えたり、どう⽀援を有効活⽤するのか検討することが必要。

※令和６年度災害廃棄物対策推進検討会における関係者ヒアリングより
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 ⼀般廃棄物処理計画への項⽬追加により発⽣しうる懸念事項について、以下のように確認・検討を⾏った。
広域処理の取組を阻害するのでは → 普段から都道府県と分担しており災害時も同様。

また、市町村が取り組むべき課題も多い。
防災計画と別途策定すると連携を阻害するのでは → 廃棄物は専⾨知識が必要で、別途策定が必要。

なお、他の防災計画等との連携は重要。

本措置により発⽣しうるその他懸念事項への対応

広域処理（都道府県レベルでの調整）と、⼀
般廃棄物処理（市町村レベルでの調整）は、
通常時から都道府県と市町村で分担されてお
り、災害時にも同様に分担することが合理的。

また、災害時には⽀援が必要なことは事実であ
るが、県による広域処理がすべての課題の解決
にはならず、市町村が主体的に取り組むべき課
題も多い（し尿・避難所ごみ、⽚付けごみなど
廃棄物の回収経路等確保、処理施設の復旧
など）。これらを踏まえると、⼀般廃棄物処理
計画（市町村単位もしくは処理組合単位）
での対応が合理的。

廃棄物処理は、防災全体とは異なる専⾨的知
識（廃掃法への理解、廃棄物処理に関するノウ
ハウ、関係事業者とのコミュニケーション）が必要
である。

上記のノウハウを有する者、すなわち廃棄物処理
担当者が防災担当を兼任するとは必ずしも限ら
ず、むしろ、廃棄物処理担当者が災害廃棄物
処理計画を策定することが適当。

なお、他の防災計画等との連携は重要であり、
⼀体策定等も問題ない。（前⾴のとおり）

市町村単位での計画の義務付けは、むしろ広
域連携の取組を阻害するのではないか︖

地域防災計画における記載と別途策定してしま
うことで、防災の担当がそれを認識できないなど、
防災の取組を阻害するのではないか︖

【論点２】⼀般廃棄物処理計画への記載を義務化するのではなく、⾃由度を認めるべきではないか
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災害廃棄物に関する事項について未記載の⾃治体への⽀援

 災害廃棄物に関する事項については、令和5年度末時点で86％の市町村が記載済であり、記載済⾃治
体の中には⼩規模⾃治体も含まれている。

 しかしながら、現時点で未記載の⾃治体のうち、約９割が⼈⼝３万⼈未満の⾃治体であり、マンパ
ワー不⾜や専⾨知識の不⾜により※記載が進まない実態がある。 ※⼀般廃棄物処理実態調査より

 こうした⼩規模⾃治体に対しては、地域間協調WG等で検討中の下記の各種⽀援施策を実施するとと
もに、本措置と同時に制度措置予定の専⾨⽀援機能・機関により⽀援を予定。

【論点３】策定できていない⾃治体の実情などを踏まえ丁寧に⽀援等をするべきではないか

モデル事業の実施

グッドプラクティス等の情報発信
• 規定項⽬について最新の知⾒を提供するとともに、

計画での記載例を⽰すなど⾃治体にとって利⽤しや
すい技術資料とすべく、「災害廃棄物対策指針」や
「災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン」等
を改定する。

＜グッドプラクティス例＞
常陸⼤宮市（⼈⼝約3.5万⼈）災害廃棄物処理計画
（令和４年２⽉）
 ⽀援内容を⼀覧化した上で、⽀援主体を整理

協定に係るひな形等の提供
• 協定の締結に向けて必要な情報、⾃治体の実際の協定をもとに、協

定書、要請書、報告書等のひな形、情報管理フォーマットを作成。
• 協定の内容等に応じた協定の締結主体についても整理し、上記と合わ

せて、災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン等の改定を⾏う。

• 都道府県が中⼼となり、都道府県内の全市区町村で災害廃棄物に関する
事項を記載。

• 都道府県を中⼼に、市町村や県内関係団体等の参加する協議会を開催
し、発災時の都道府県の役割や近隣市区町村との連携、仮置場候補地
の選定や⺠間事業者との協定等を検討。それを踏まえ、都道府県内全体
で実効性の⾼い災害廃棄物処理体制を構築。

【新たなモデル事業】【従来のモデル事業】
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記載を求める事項のうち、特に優先度の⾼い項⽬

 災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドラインにおいて記載を求めている⼜は実効性向上のため重要と
⽰している事項は、全11項⽬。

 ⼀⽅で、いつ起こるかわからない災害に、全国いずれの⾃治体でも対応できるよう速やかに準備して
おく必要があることから、本措置にあたっては、被災⾃治体の受援体制構築及び受援にあたって必要
となる情報について、特に優先度⾼い記載事項としていく。

＜被災⾃治体の受援体制構築に係る情報＞
応援を要請する業務内容、業務遂⾏に必要な機材等
災害廃棄物処理に係る災害⽀援協定締結先等の⽀援

要請先・⽀援内容に関する情報

＜受援にあたって必要となる情報＞
仮置場候補地※、仮置場の管理・運営⽅法

※計画に明記するか否かは地域の実情による

災害廃棄物処理に関する情報
• 処理体制・既存廃棄物処理施設の情報（事業者、処理能

⼒、処理対象物、平時処理量等）

【論点３】策定できていない⾃治体の実情などを踏まえ丁寧に⽀援等をするべきではないか

災害廃棄物処理計画を策定・
点検する際のチェックリスト
（災害廃棄物処理計画策定・点検ガ
イドライン（環境省）より抜粋）

①庁内体制の確⽴
②スケジュール検討
③発⽣量推計
④広報
⑤⽚付けごみ対応
⑥仮置場の確保・設置
⑦仮置場の管理・運営
⑧処理・処分
⑨計画の点検・共有・改定
⑩関係者との連携
⑪⼈材育成

本措置にあたり優先的に規定する事項従来⽰している記載すべき事項・
実効性向上のために重要な事項

⼀般廃棄物処理計画で規定すべき事項（「ごみ処理基本計画策定指針」（環境省 廃棄物対策課））
（１）ごみの発⽣量及び処理量の⾒込
（２）ごみの排出の抑制のための⽅策に関する事項
（３）分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分
（４）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
（５）ごみの処理施設の整備に関する事項
（６）その他ごみの処理に関し必要な事項

⼀廃計画の中
で既に記載済



16
まとめ

⼀般廃棄物処理計画への災害廃棄物処理に関する事項の追加について、以下の論点について検討を⾏った

 論点１︓体制整備の⼿法として計画の義務化は必要か

 閣議決定⽂書である「計画策定等における地⽅分権改⾰の推進について〜効率的・効果的な計画⾏
政に向けたナビゲーション・ガイド〜」に沿った検証を⾏い、受援を受けるため（⽀援を⾏うた
め）には、被災⾃治体の意思決定が必要であり、そのためには、計画という⼿法が求められる（情
報だけではなく、被災⾃治体における⽅針の確定が重要である）ことなどを確認した。

 論点２︓他の⼿法による意思表明の⼿段も認めるべき（⾃由度を認めるべき）

 他の計画（地域防災計画等）との⼀体策定等、⼀定の⾃由度を認める。

 論点３︓⾃治体の実情などを踏まえ丁寧に⽀援等をするべき

 令和5年度末時点で86％の市町村が記載済であり、記載済⾃治体の中には⼩規模⾃治体も含まれて
いることを確認しつつも、現時点で未記載の⾃治体ではマンパワー不⾜や専⾨知識の不⾜により記
載が進まない実態があることから、こうした⼩規模⾃治体に対しては、各種⽀援施策を実施すると
ともに、本措置と同時に制度措置予定の専⾨⽀援機能・機関により⽀援をしていく。


